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知的機能の発達の遅れにより、
コミュニケーションや日常生
活に困る場面があります。

▼
・資料にルビをふる
・ゆっくり、丁寧な説明
・具体的な表現

知的障害

　障害のある人がどのような困り
事を抱えているのかを知ることは、
合理的配慮を提供する上で大切です。
今回は障害の特性と配慮の一例を紹介
します。
　道が作成した「障がいのある方へのより
よい対応ができるサポートブッ
ク」も、市ホームページからぜ
ひご覧ください。

　令和３年の法改正により、民間事業者にも合
理的配慮の提供が義務付けられました。合理
的配慮とは、障害のある人から社会的障
壁を除くことを求められた場合に、負
担が重過ぎない範囲で手伝うことで
す。

合理的配慮の提供

2地域の取り組みや
イベントに参加しよう

　現在、全国民の7.6％が何らかの障害を有していると言われ
ています（令和４年度版障害者白書）。障害のある人もそうで
ない人も、ともに気持ちよく過ごせる地域の実現には互いの理
解と配慮が必要です。
　障害者基本法では、障害福祉への意識啓発などを目的として、
12月３日から９日までを障害者週間と定めています。帯広市
でも、障害者週間の前後には、さまざまなイベントを開催しま
すので、ぜひご来場ください。

1 知っていますか？

「障害者差別解消法」

　障害者差別解消法は、すべての人が障害の有無によって分け
隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共
生する社会の実現を目的に制定されました。
　この法律では、行政機関等や民間事業者に対し、障害を理由
とする「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」
を求めています。

（例）車椅子の使用を理由に入店を断られる
　　　障害を理由にアパートを貸してもらえない

　障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、
サービスの提供を拒否すること、場所や時間帯などを制限する
こと、障害のない人にはつけない条件をつけることなどは禁止
されています。

不当な差別的取扱いの禁止

イベント情報
問い合わせ 「障害者週間」記念事業実行委員会（東８南13、

保健福祉センター内、☎25・9701、FAX 25・9703）

音が聞こえない人と聞こえづらい人が
います。さらに、言語障害を伴う人と
ほとんど伴わない人がいます。コミュ
ニケーションに困る場面があります。

▼
・文字や絵を使った情報提供
・手話、筆談、口話

聴覚・言語障害

※特徴の現れ方には個人差が大きいです。

統合失調症、うつ病などの精神疾
患により、精神症状や身体症状が
現れる場合があり、日常生活や社会
生活のしづらさを抱える障害です。

▼
・丁寧な説明、具体的な表現
・他人の視線を遮断する仕切り
・穏やかな対応

精神障害

全く見えない人と見えづら
い人（光がまぶしいなど）
がいます。歩行や読み書き
などに困る場面があります。

▼
・点字ブロックなどの整備
・肘につかまってもらい誘
導する

・読み上げ、点字、代筆

視覚障害

上肢や下肢に切断や機能
障害がある人、座ったり
立ったりする姿勢保持が
困難な人、脳性まひの人
などがいます。

▼
・スロープ、自動ドアな
どの整備

・移動を手伝う
・代わりに物を取る

肢体不自由

自閉症、アスペルガー症候群など
の広汎性発達障害、学習障害、注
意欠陥多動性障害など、脳機能の
障害で、いくつかの障害を重複し
ていることも多くあります。

▼
・丁寧な説明、具体的な表現
・別室を用意する

発達障害

６種類（心臓、呼吸器、じん臓、ぼう
こう・直腸、小腸、免疫機能）の機能
障害があり、ペースメーカーなどの使
用、排泄口（ストマ）の増設、人工透
析をしている人、疲れやすく長時間の
歩行や作業が困難な人などがいます。
外見からは障害があることが分から
ない人が多くいます。

▼
・座って順番を待てる受け付け
・多目的トイレの設置

内部障害

　障害を特別なものと考えるのではなく、市民
誰もが相手の視点に立って考え、相手を思いや
る心が育まれる地域をつくるために、自分がで
きることを一緒に考えてみましょう。

誰もが
暮らしやすい
地域づくり

　　　　　　障害福祉課（市庁舎１階、
☎65・4148、FAX23・0163）

3みんなで
知ろう！考えよう！
障害の特性と困り事

啓発パネル展
日11月19日㈯～12月２日㈮
場図書館（西２南14）
日12月２日㈮～９日㈮
場イトーヨーカドー帯広店（稲田町南８）
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障害福祉関連本の
特設コーナー

（展示・貸し出し）
日12月１日㈭～11日㈰
場図書館

02

冬休みポスター
コンクール展
日翌年２月18日㈯～23日㈷
場イトーヨーカドー帯広店

03

問い合わせ

◇今月の市長コラムは障害者週間についてです。併せてご覧ください。（４頁）


